
ＡＤカードを使用する皆様へ 

 

ＡＤカードは以下の２点を達成するために発行しています。 

1. 関係者の皆様が、選手・生徒の活躍する姿を見ることができるようにするため。 

2. 盗撮等の目的から選手のプライバシーを守るため。 

 

上記２点を達成するために、以下の注意事項を必ずお守りください。 

1. お子様（未就学児は不要）を含め、観覧者お１人につき１枚ずつのＡＤカードの発行を

学校に申請し、顧問の先生から受け取ってください。１枚のＡＤを使用して夫婦で入る

など、複数で使用することはできません。 

2. 首から下げるタイプのホルダーを用意してください。 

3. 施設内では常時ＡＤカードを首から下げ、見えるようにしていてください。 

4. ＡＤカードの貸し借りは絶対に行わないでください。 

5. 不審な者を見かけた場合は、顧問の先生などを通して速やかに御連絡ください。 
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